
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シール等は、救急隊が発見 

しやすいように、定められた 

場所に貼り付けましょう。 

 

おおお願願願いいい   

ステッカー：玄関ドアの内側上部 

シール等の貼付場所 

冷蔵庫の中 

 

冷
蔵
庫
扉 

キットの保管場所 

 

※引き戸の場合 

内側の鴨居上部 

磁石：冷蔵庫の扉 



 

 

  

 

 
 

 

 

【救急医療情報キット】とは？ 

 

高齢者等の安全・安心を確保することを 

目的に「かかりつけ医」や「薬剤情報」といった医療情報と 

「保険証の写し」などの情報を専用の容器に入れ、自宅に保管して

おくことで、万一の救急時に備えるものです。 

 

 

 



救急医療情報キット活用の流れ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急事態 

発  生 

「救急医療情報キット」に入れるもの 

・救急医療情報シート（記入したもの） 

・薬剤情報 

・保険証の写し   など 

１１９番通報 

救急隊到着 

救急隊による救命処置 

病院搬送・処置 

救急隊に何が起こったのか説明し、 

「救急医療情報キット」を渡す。 

（容器及び容器内の書類すべて） 

病院への申し送りをし、 

「救急医療情報キット」を渡す。 

（容器及び容器内の書類すべて） 

事前準備 

入院 

入  院 

帰  宅 

病院から利用者へ 

「救急医療情報キット」を返す。 

（容器及び容器内の書類すべて） 

救急医療情報キット配布申請  
申請窓口は市役所本庁・各総合支所     

※代理申請ができます。（要 代理人認印） 

救急医療情報キット配布  
1 容 器      2  救急医療情報シート  

3 玄関用シール   ４ 冷蔵庫用マグネット 

（例） 

・自宅での急病時 

・災害等における緊急避難時  



 

救急医療情報キットをご利用にあたっては、 

以下の点をご了承ください。 

 

●玄関ドア等にステッカーが貼られている場合は、本人及び同居人等の同 

意を得ることなく、救急隊が冷蔵庫を開けて救急医療情報キットを取り

出すことがあります。 

●救急医療情報キットは、救急隊が救急活動に必要と判断した場合に活用 

します。そのため、救急医療情報キットの保持者であることがわかって 

いる場合でも、その救急活動によっては活用されない場合があります。 

●救急活動において、搬送先の医療機関を決める場合、本人の状態によっ 

ては、救急医療情報キットの記載された「かかりつけ医療機関」に搬送 

されない場合があります。また、「救急隊への伝言について」に関して 

も必ずしも、その伝言を実行できるものではありません。 

●救急医療情報キットの保有状況について、民生委員等に情報提供する 

場合があります。 

●お問い合せ先 

本    庁 高齢福祉課   ☎０９９４－３１－１１１６ 

輝北総合支所 住民サービス課 ☎０９９－４８６－１１１１ 

串良総合支所 住民サービス課 ☎０９９４－６３－３１１１ 

吾平総合支所 住民サービス課 ☎０９９４－５８－７１１１ 


